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本研修動画のながれ

１ 文部科学省からの情報提供
（令和４年度健康教育・食育行政担当者連絡協議会）

２ 食物アレルギーに関する指導について



改訂の趣旨

改訂のポイント

学習指導要領の改訂や社会の大きな変化に伴う子供の食を取り巻く状況の変化など

を踏まえ、食に関する指導を行うための教職員向けの指導書である「食に関する
指導の手引」を改訂した。

（１）食に関する資質・
能力を踏まえた指導の
目標の明示

（３）食に関する指導の
内容の三体系と栄養教
諭の役割

（２）「食に関する指導に
係る全体計画」の作成の
必要性と手順・内容

（４）食育の推進に対する
評価の充実

学校における食育の一層の推進

https://www.mex
t.go.jp/a_menu/s
ports/syokuiku/12
92952.htm

「食に関する指導の手引」の改訂（平成３１年３月）

１ 文部科学省からの情報提供



１．栄養教諭の配置効果に関する調査研究（令和３年３月）
【目的】
栄養教諭が中心となって行う個別的な相談指導に関する客観的な成果を明らか
にするとともに、配置効果をわかりやすくまとめたリーフレット等を作成する
ことで、栄養教諭の活用及び配置促進につなげる。

【内容】
肥満・やせ傾向にある児童生徒

偏食のある児童生徒
スポーツをしている児童生徒
食物アレルギーを有する児童生徒
の４つの分類に対して…

２．栄養教諭の認知度拡大のための動画の作成（令和３年３月公開）
【目的】
栄養教諭の役割について、保護者を含めた幅広い層に知っていただくことで、
活躍の場を増やすとともに、より多くの学校に採用されることにつなげる。

（文部科学省YouTubeチャネル）
「栄養教諭PR動画～あなたの学校に栄養教諭はいますか？～」
URL:https://www.youtube.com/watch?v=m8fUpP5ChBE

学校における食育の推進

栄養教諭による

①個別的な相談指導による効果
②テーマごとに実施している個別
的な相談指導内容とその手法を
取りまとめた。また、栄養教諭の
配置促進に向けて、学校関係者
（校長、養護教諭等）からも、栄養
教諭が学校に配置されていること
による効果を聴取。

https://www.mext.go.jp/a_menu/sp
orts/syokuiku/mext_00002.html



中学生用食育教材（令和３年３月）

学識経験者、学校関係者などで構成する作成委員会を設置し、
具体的な内容の検討を行った。
中学生の時期の食育が、その後の人生を通じた食生活の基盤を

形成するとともに、社会の一員として必要な食に関する視点を育
むものとして、学ぶ必要のある内容を取り上げた。

作成の趣旨

教材の構成

教材の活用

・四つのコンセプトで構成→どのコンセプトからでも学ぶことが可能
・身近な題材から発展的な資料まで、幅広い内容
・生徒自身で考えたり、グループで協働的に学んだりするワーク
・家庭でも参考にしてほしい内容を記載（保護者用教材）

・栄養教諭の専門性を生かした、栄養学等の専門知識に基づいた
指導

・栄養教諭と学級担任等が連携した指導体制の構築
・学校全体で食育に取り組む手法を開発・実践

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/1288146.htm



様々な教科等に散在している食育に関する内容を集約し、体系的に整理し
た「小学生用食育教材『たのしい食事つながる食育』」及び指導者用資料
を作成。

小学生用食育教材（平成２８年２月）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/syokuseikatsu.htm

加工できる形式（Word形式）でホー
ムページに掲載。



○児童生徒等の食生活を取り巻く課題

・エネルギーや食塩等の過剰摂取

・野菜の摂取不足等の栄養の偏り

・朝食の欠食等の食生活の乱れ

・肥満や過度のやせ

・食物アレルギー等の疾患への対応 等

学校における食育の推進の必要性

【食に関する指導の手引ー第二次改訂版ー

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm】



○大阪府における課題の一例

・食物アレルギー等の疾患への対応

→食物アレルギー対応が必要な児童生徒等の増加

→食材への知識不足による事故

→食物アレルギーへの理解不足による事故



○大阪府における課題の一例

・食物アレルギー等の疾患への対応

→食物アレルギー対応が必要な児童生徒等の増加

→食材への知識不足による事故

→食物アレルギーへの理解不足による事故

食に関する指導の中で食物アレルギー
に関する指導を充実させる



○食に関する指導の全体計画の作成の重要性
【第３章第１節】
食に関する指導の全体計画の作成については、学校給食法第１０条

に規定されているが、新たに、小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校学習指導要領の総則に位置付けられた。教育課程の編成及び実
施に当たっては、各分野における学校の全体計画等と関連付けながら、
効果的な指導が行われるように留意するものとされている。
学校の「食に関する指導の目標」に基づき、各学年では、どのよう

な資質・能力を育成するのかを「各学年の食に関する指導の目標」で
明らかにし、その目標を達成するために「食に関する指導」で、どの
教科等でいつ、誰がどのように食に関する指導を行うのか、日常の給
食指導ではどのように行うのか、肥満などの個別指導等をどう行うの
かを計画する。
「食に関する指導の全体計画」は、校長のリーダーシップの下に作
成し、全教職員に共通理解され、確実に実施されることが必要。
食育は、学校の取組だけでは目標達成できず、家庭や地域等との連

携があって学校給食や食に関する授業が豊かなものになる。

【食に関する指導の手引—第２次改訂版—】



○食に関する指導の全体計画を作成する意義について

「全体計画」は、全教職員の協働で取り
組むために、「食に関する指導の目標」
に基づき、どの教科等で、いつ・誰が・ど
のように食に関する指導を行うのかを明
確にしたもの



全体計画① 全体計画②

○自校の児童生徒の食に関する課題解決に向けた
「食に関する指導の全体計画」の活用について



食に関する指導全体計画① １ 実態把握

２ 食育の推進状況に関する
評価指標の設定

３ 学校の食に関する指導の
目標の設定

４ 各学年の食に関する指導の
目標の設定

５ 校種間の連携

６ 食育推進組織

７ 食に関する指導

８ 地場産物等の活用

９ 家庭・食に関する指導

10 全体計画の評価

○食に関する指導の全体的な計画の作成



食に関する指導全体計画②

食物アレルギーに関する指導を年間計画に位置付けよう



○食物アレルギーのある子どもへの配慮

大阪府教育センター
https://www.osaka-
c.ed.jp/matters/humanrights_files/leaflet/pdf/leaflet_allergy.pdf



○食物アレルギーに関する食に関する指導

出典：岸和田市教育委員会 学校給食課



中学生への食物アレルギー啓発プリント



保護者への食物アレルギー啓発プリント



デジタル食育教材「食育の時間＋（プラス）」

２ 食物アレルギーに関する指導実践事例

https://www.chantotaberu.jp/



指導案や板書例



短時間で活用できるコンテンツ紹介



２ 食物アレルギーに関する指導実践事例

【低学年・学級活動】
「食物アレルギーってなに？」
・食物アレルギーと食べ物の好き嫌いとの違いや食物アレルギーのある友だちに
対して自分にできることを考える学習

【中学年・体育科保健領域】
「バランスのとれた食事について考えよう」
・健康な生活のためにはバランスのよい食事が大切であること、食物アレルギーが
ある場合は、他の食材で代替できることを学ぶ学習

食物アレルギーに関する指導の充実 指導資料（改訂版）
平成31年４月 調布市食に関する検討委員会 調布市教育委員会指導室・学務課

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/content
s/1401691855004/simple/5-1-3-1.pdf



食に関する指導における
食物アレルギーついて

令和４年度 学校給食に関する管理職研修会

ご視聴いただき、

ありがとうございました。


